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３　総務事務所等運営費（総務事務所庶務事務嘱託員の設置）

効率的な体制は常に検討すべきであり、現行どおりというわけにはいかない。

制度上、嘱託員の勤務時間の見直しができないのであれば、見直し手法は、事務の効率化
を図るべきである。

事務所の規模に関係なく一律に１名配置されており、見直しが必要である。

【参考】

「事業成果の検証」

仕分け
結果

仕分け人意見内訳
事業
番号

事業名
＜担当課＞

　今後も効率的な体制を継続的に検討すべきであるという意見が大勢を占めた。

【主な意見】

総務事務所等運営費（総務事務
所庶務事務嘱託員の設置）
＜総務課＞
　【17,398千円】

県
（現行どおり）

3

（主な意見）
○これまでの組織，定数の見直しについては評価できる。
○事務所単位で１名となっているが，事務所の規模や業務量及び時期的な
繁閑などを考慮し，より効率的な体制となるよう取り組んでいくべき。
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【参考】

仕分け人意見内訳

４　自治総合研修センター研修費

　市町の体制強化が図られるよう、研修メニューの充実・改善を図るべきであるという
意見、また、広島市の参加についても、引き続き検討すべきであるという意見があっ
た。

【主な意見】

「事業成果の検証」における意見

研修メニューを市町と協議し、充実させるべきである。また、「人事交流」という研修も充実さ
せるべきである。

広島市の参加を求めれば、スケールメリットが出せる。広島市の参加を求めることも検討す
べきである。

4 自治総合研修センター研修費
＜人事課＞
　【69,302千円】

県
（要改善）

（主な意見）
○地域主権の時代において，地方公務員に必要とされる専門性を高めて
いくことを念頭に研修プログラムを見直すべき。
○一般的な研修メニューについて市町の要望に応えて実施しているものも
あるが，それらについては職場内で行うことも含めて見直すべき。
○研修評価について，市町の事後フォローを行うようにするとともに，最終
的には，県民・市民の評価が反映できるよう，評価手法を検討すべき。

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果
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５　健康相談員設置費

　今後も相談件数、正規・非常勤のバランスなどを考慮し、効率的な体制を検討すべ
きであるという意見があった。

【主な意見】

メンタルヘルス相談は重要であり、現在の体制で十分対応できるか、効率性も考えた上で、
引き続き体制の検討が必要である。

【参考】

メンタルヘルス不調等により、休職する職員が一定の職場に偏らないようにすべきである。

5

「事業成果の検証」における意見

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳

健康相談員設置費
＜人事課＞
　【6,511千円】

県
（現行どおり）

（主な意見）
○相談件数の増加等に対応し，正規・非常勤のバランスや人材の育成を図
りつつ，効率的な体制とする必要がある。
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【参考】

仕分け人意見内訳

６　特別徴収義務者報償金（ゴルフ場利用税，産業廃棄物埋立税）

　税の徴収・納付に係る事務負担に対する費用弁償であり、納期内納入の促進効果
も認められることから継続すべきであるという意見があった。

【主な意見】

「事業成果の検証」における意見

ゴルフ場利用税は、低率で収納率も高い。効果が出ている。

産業廃棄物埋立税は交付率は全国並みであり、適当である。

6 特別徴収義務者報償金（ゴルフ
場利用税，産業廃棄物埋立税）
＜税務課＞
　【17,580千円】

県
（要改善）

（主な意見）
○これまでの経緯もあるため直ちに廃止することが困難であることは認め
るが，効果を検証し，交付率の水準が適正かどうかも含めて今後の方向性
を検討すべき。
○ゴルフ場利用税については，毎月申告の手間もかかり交付率も低いが，
産業廃棄物埋立税は2.5％も必要か。また，中でも市町に対する報償金は
必要ないのではないか。

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果
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７　自動車保有手続きの一元化事業

　システム導入は住民の利便性向上につながるため、継続すべきであるという意見が
あった。

【主な意見】

システム導入は住民の利便性向上につながるため、継続すべきである。

7 自動車保有手続きの一元化事業
＜税務課＞
　【6,260千円】

県
（現行どおり）

【参考】

（主な意見）
○サービスの向上は必要であり，現行どおりとする。
○県の具体的な導入計画が明確でない現状の中で，ＯＳＳ都道府県税協
議会に参加し，負担金を支出する必要があるのか。
○国の施策として，国が責任を持って実施していくべき。

「事業成果の検証」における意見

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳
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８　情報通信格差是正事業

携帯電話は、災害時の人命救助に役立つことから、費用対効果だけで判断することなく、継
続すべきである。

「事業成果の検証」における意見

事業者負担が制度に組み込まれており、これが一定程度、費用対効果のチェック機能を果た
していると考えられる。また、負担割合は、県独自の判断として標準的な割合を採用し、事業
を実施されており、継続してもよいのではないか。県としても、情報通信格差是正に向けて役
割を果たすべきである。

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳

【参考】

　県としても情報通信格差是正に向け役割を果たす必要があり、今後も事業を継続す
べきであるという意見が大勢を占めた。

【主な意見】

情報通信格差是正事業
＜情報政策課＞
　【649,444千円】

県
（要改善）

（主な意見）
○事業は必要であるが，県の判断がほとんど働かない仕組となっている。
県費を負担する以上は，県の政策目的を明確化し，主体性を持って取り組
むべき。
○制度発足後２０年近く経過していることや99.9％の普及率を考えれば，最
後の一世帯までこの事業を継続するのか，費用対効果も含めて検討が必
要である。
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９　ユニタール広島事務所支援事業

県は、ユニタールの経費のうち、事務所の運営費以外にも人件費、事業費も負担しており、
負担すべき経費を見直すべきである。ユニタールにも自ら活動資金を集める努力を求めるべ
きである。また、広島市、経済界にも負担を求めるべきである。

県民にユニタールの活動をもっとＰＲすべきである。

「事業成果の検証」における意見

　今後も本県が国際貢献の役割を果たし、情報発信しながら、拠点性を高めていく必
要があるという意見があった。
　但し、県の費用負担の対象範囲の見直し、広島市・経済界への費用負担の要請、
ユニタールの活動の県民へのＰＲなどに取り組む必要があるという意見もあった。

【主な意見】

「平和」に関する取り組みは、広島市の協力が不可欠であり、広島市の協力を求めるべきで
ある。

国際貢献が求められる中で、国連機関の誘致をし、これをバックアップすることで、広島県の
情報発信力、拠点性を高めようとするもので、成果も出ている。

9 ユニタール広島事務所支援事業
＜国際課＞
　【90,632千円】

県
（要改善）

（主な意見）
○本部への拠出金という形態をとっているため，広島事務所に県が負担し
た１億円の直接効果が見えにくくなっている。少しでも県の拠出金や負担金
を抑制すべきであり，国や市町の負担について交渉する必要がある。
○ユニタールの役割については，JICAの国際プラザとの重複がある。これ
からは，国際プラザの役割を伸ばしていくべきではないか。
○県民への説明責任を果たすため，ユニタール広島事務所の存在意義を
県民にもっとＰＲすべき。

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳

【参考】
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１０　(財)ひろしま国際センター支援事業

広島市内に２ヶ所ある必要はない。広島市の広島平和文化センターとの統合、事業の統合
の検討が必要である。

「事業成果の検証」における意見

本来民間に任せることは無理がある。また、広島市域に限ったものではなく、広島市の団体と
の統合は、困難と考える。

賃料の見直しは必要である。

交流事業については、見直しが必要である。これに併せ、団体の規模の見直しも必要であ
る。

仕分け人意見内訳

【参考】
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　県内全域の国際化の進展を図るため、継続すべきである。ただし、賃料の低減、事
業の規模の見直しが必要であるという意見があった。
　一方で、広島市に２ヶ所ある必要は無く、団体又は事業の統合などの検討も必要で
あるという意見があった。

【主な意見】

(財)ひろしま国際センター支援事
業
＜国際課＞
　【33,820千円】

不要

（主な意見）
○補助金を出さないで同水準以上のサービスを提供することを原点に，ゼ
ロベースで見直しを検討すべき。併せて，広島市の広島平和文化センター
と統合するなど自主努力を高めていく法人の改善プランを策定すべきでは
ないか。
○事務所の賃料（１７,０００円／坪）が高いことや，交流ホール等の利用状
況からすると，いつも決まった場所でなくてもよいという考え方もある。今の
施設である必要性はないのではないか。

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果
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１１　バス運行対策費補助事業（第２種生活交通路線維持費）

バス事業者が撤退しないよう県として支援が必要である。

２種バス路線が廃止となれば、市町が広域的な路線の維持を行わざるを得ず、市町の負担
が増大する。今後とも県・市町が連携し、路線維持に努めるべきである。

「事業成果の検証」における意見

現在でも補助制度の中で、事業者の経営努力を求める仕組みとなっており、さらなる経営改
善は見込めないため、支援は継続すべきである。

事業者の経営改善指導は引き続き実施すべきである。

11

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳

　バス事業者の撤退により市町が広域的な路線を維持することは財政的にも困難で
あり、支援は継続すべきであるという意見があった。

【主な意見】

バス運行対策費補助事業（第２種
生活交通路線維持費）
＜地域政策課＞
　【68,426千円】

県
（要改善）

（主な意見）
○市町の境を越えた利用者を把握すべき。これができなければ，広域化の
検討はできない。
○対象事業者が，路線ごとの採算を十分に考えた経営改善を行っていない
のではないか。その部分に関して，県は指導を行っていくべき。

【参考】
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１２　離島交通対策事業（離島航路補助）

12

「事業成果の検証」における意見

事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳

離島交通対策事業
（離島航路補助）
＜地域政策課＞
　【32,947千円】

市町

（主な意見）
○国が単価を決めるべき制度ではない。市町あるいは県が，自ら，どこを負
担すべきか見極めて支援すべき。
○利用者が１人になっても県として支援するかどうかなど，ナショナルミニマ
ムの確保について県としての主体性が見えてこないことや，市町との連携
が不可欠な制度であることから，制度上の制約があるが，市町に財源を渡
して，市町の自主性に任せてはどうか。

【参考】

　今後とも離島航路を守る必要があるが、財政力の弱い島嶼地域の市町のみで航路
を維持することは困難であり、市町への支援は必要であるという意見が大勢を占め
た。

【主な意見】

航路事業者の経営改善策については、船を更新し燃費効率を高めようとしても船が高額であ
り更新が難しいなど、さらなる経営改善（経費節減）は困難であり、引き続き航路を守るため
の支援が必要である。

同一の自治体内で完結するものはすでに市町において実施しており、市町に財源を渡し、市
町に任せるべきである。

本来、市町のみで航路を維持することは困難である。財源の移譲については、離島航路の補
助金のみを移譲しても意味がない。県事業として継続すべきである。
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１３　研究開発費

県が成長を続けるためには、今後とも研究開発は必要である。ただし、選択と集中が必要で
ある。

研究成果の検証を十分行い、成果を県民に分かりやすく示すべきである。

「事業成果の検証」における意見

広島県の特色を活かした研究を行うべきである。

研究機関の統合を行ったが、成果が見えにくいとの意見があり、統合の経緯等県民への十
分な説明が必要である。また、統合のメリットを示せるよう早く成果を出すこと。
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事業
番号

事業名
＜担当課＞

仕分け
結果

仕分け人意見内訳

　研究開発は本県が成長を続けていくために必要であり、継続する必要があるとの意
見が大勢を占めた。

【主な意見】

研究開発費
＜研究開発課＞
　【114,697千円】

県
（要改善）

（主な意見）
○国（独立行政法人）との役割分担の明確化，他県や広島市の試験研究
機関との連携や機器の共同利用，技術支援部の共通業務の一元化などに
より，一層のトータルコストの圧縮や効率化を図る方策を検討すべき。
○研究成果の把握方法が課題であるが，事業費に対する成果について
は，ＰＲも含め説明責任を果たす必要がある。まずは，成果目標を明確に
すべき。

【参考】




